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特別支援教育

“自立”と“社会参加”



教育段階における
中等教育の意義

中学校 （中等教育学校の前期）
～義務教育～

高等学校 （中等教育学校の後期）



高等教育における
障がいのある学生



発達障がい・高機能自閉症等（診断書有）

申し出者は母親。本人が自分の特性について、あまり理解して
いない。コミュニケーション能力が低く、なかなか自分から話がで
きないので、就職できないのではないかと不安である。就労に向
けて、何かできることはないか。サポートしてくれる機関等はない
か。
学生相談室ができる支援として、「定期的な面談」、「特性理解
のサポート」、「コミュニケーションの練習」、「関係機関との連携」
等を提案。また、利用できそうな関係機関の紹介をし、どの機関
に繋げていくかを一緒に考えた（学生相談室 キャンパスソー
シャルワーカー(CSW)）。
初回面談では本人の困り感が全く感じられず、就労に対する
意欲もなかった。しかし、面談を続けるうちに具体的な課題が見
つかり、就労に向けての意欲が感じられるようになった。

日本学生支援機構（2015）障害のある学生への支援・配慮事例を基に作成



発達障がい・ＡＤ/ＨＤ(診断書無）

申し出者は本人。最初は申し出はなく、落ち着きのない様子が
あったのでカウンセラーが声をかけ不定期に面談を行なっていき、
その中で申し出が具体的になっていった。実習の授業（ゼミ）で
先生とコミュニケーションが取れない。就職に向けて、どんな仕事
をしたいのか分からない。
ゼミの担当教員と話し合い、実習内容を変更してもらった。就
職課と連携し、就職活動を進めていくサポートをしてもらった。カ
ウンセリングでは心理検査を行ない、本人に長所と短所を伝え、
本人の興味と合わせてどのような仕事をしたいか、どのような仕
事だとできるかといったことを話し合っていった（学生相談室カウ
ンセラー）。
状況が整理され、サポート体制が整っていく中で本人はだいぶ
落ち着いて話をするようになった。

日本学生支援機構（2015）障害のある学生への支援・配慮事例を基に作成



就職活動における
障がいのある学生の
理解と支援



１．働く自信がない
２．働きたくない、就職活動をしたくない
３．自主的に就職活動を進められない
４．一度に多くの会社にエントリーしたり、学業や研究を
しながら就職活動できない

５．どんな仕事についてよいか分からない
６．第一志望以外のところに応募できない
７．志望動機の文章が書けなかったり、面接でコメント
したりできない

８．面接でうまく振る舞えない
９．自分の特性にあった志望先を選べない、変更でき
ない

１０．不採用結果や面接官の言葉に傷つき、立ち直り
に時間がかかる

障害者職業総合センター（2016）就業支援課題別セミナー「発達障害学生の就労支援」
“高等教育機関におけるキャリア支援の取組Ⅰ”を基に作成



職業生活への移行には
総合的な支援が必要
教育的支援
職業的支援
医学的支援
社会的支援
…自立活動・キャリア教育



自立活動の目標は「個々の児
童生徒が自立を目指し、 障害
による学習上又は生活上の困
難を主体的に改善・克服する
ために必要な知識、技能、態
度及び習慣を養い、もって心身
の調和的発達の基盤を培うこ
と」である。

文部科学省（2017）特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を基に作成



競争的自己肯定感

共感的自己肯定感

自
己
肯
定
感

高垣（2004）生きることと自己肯定感を基に作成



一般就労

社会参加の“かたち”



一般求職者の求人

障がい者の求人



障害者の権利条約
↓

障害者の雇用の
促進等に関する法律



雇用者に対する合理
的配慮



・・・労働者の募集及び採用に当
たり障がい者からの申出により
当該障がい者の障がいの特性
に配慮した必要な措置を講じな
ければならず、・・・

「申し出る」ための自己の
理解と提案



職場の理解を得る


